
徳
島
県
告
示
第
六
百
二
十
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
工
作
物
を
除
却
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
工
作
物
を
保

管
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

保
管
し
た
工
作
物

工
作
物
の
名
称
又
は
種
類
、
形
状
及
び
数
量

工
作
物
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所

工
作
物
を
除
却
し
た
日
時

工
作
物
の
保
管
を
始
め
た
日

名
称
又
は
種
類

形
状

数
量

単
管

三
百
二
十
五
本

鳴
門
市
大
津
町
長
江
地
先
及
び
撫
養

令
和
七
年
十
月
三
十
日
午
前
十
時
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
十
一
日

鋼
製
階
段

一
式

町
南
浜
地
先
の
一
級
河
川
吉
野
川
水

同
月
三
十
一
日
午
前
十
時
ま
で

午
後
一
時

ビ
デ
ィ
枠

十
枚

系
撫
養
川
河
川
区
域
内
水
域

ブ
レ
ス

十
二
本

ブ
イ

五
個

タ
イ
ヤ

二
十
四
本

雑
木
雑
材

一
式

ク
ラ
ン
プ

五
百
四
個

歩
板

三
十
三
枚

垂
木

八
本

ア
ン
チ

十
九
枚

フ
ロ
ー
ト

三
十
一
個

木
製
パ
レ
ッ
ト

五
枚

二

工
作
物
の
保
管
の
場
所

鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

小
鳴
門
大
橋
下

資
材
置
場

三

保
管
し
た
工
作
物
の
返
還
手
続

令
和
八
年
五
月
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
工
作
物
の
所
有
者
、
占
有
者
そ
の
他
当
該
工
作
物
に
つ
い
て
権
原
を
有
す
る
者
（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。

）
が
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
鳴
門
担
当
に
申
し
出
る
こ
と
。
な
お
、
当
該
工
作
物
の
除
却
、
保
管
そ
の
他
の
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
河
川
法

第
七
十
五
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
有
者
等
の
負
担
と
す
る
。


